
大口町告示第１００号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、令和元

年７月１６日から、大口町の別図第１に示す区域において、字の区域を別図第２の

とおり設定する。 

 

令和元年７月１５日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   
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